
鶴ヶ島市開発指導要綱に基づく開発事業事前協議の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｈ２６．９．１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細は「鶴ヶ島市開発指導要綱」で確認してください。

 

処理目安期間：２週間 

 

「相談票」を提出し、「事前協議の手続きを要する」と

いう回答の場合、【②事前審査】へと進みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 事前協議 

・開発事業区域面積が 1,000㎡以上のもの 

・集合住宅で計画戸数が 15以上のもの 

 

処理目安期間：１ヶ月 

 

事前審査として「事前協議申請書」を１部提出します。 

これは、本申請前の事前審査となるので、日付の記入・

申請者の押印は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

補正を経て、本申請に向けた申請書の必要部数（最大１

４部）を準備し、【③本申請】へと進みます。 

 

※ 事前審査前までに関係課と指導内容について確

認・調整してください。 

 

処理目安期間：３週間 

 

「事前協議申請書」を必要部数揃えて提出します。 

これは、本申請となるので、日付の記入・申請者の押印

が必要です。（※ 副本はコピー可） 

 

市事務 

 

関係各課からの要請事項をまとめた「要請書兼回答書」

を受領します。 

 

日付の記入・申請者の押印をした「要請書兼回答書」を

提出します。 

※ 回答案を担当と事前に調整してください。 

 

市事務 

 

後日、「協定書」２部を受領し、「乙」（申請者）に押印

をして提出します。 

「甲」（鶴ヶ島市長）の押印をした「協定書」の１部を

受領し、事前協議の締結となります。 

 

工事完成後、速やかに鶴ヶ島市開発指導要綱に基づく

「工事完了届」を提出し、工事検査を受けます。 

 

工事検査を経て、「開発事業に関する工事の検査済証」

の交付を受けます。 

①相談票 ②事前審査 

③本申請 ④完了届 

 

 

・案内図 

・公図 

・登記事項証明書 

・建物概要が分かる資料 

・その他（区割案等） 

 

※ 添付書類は全てコピーで可 

添付書類 

 
 

 

・裏面の別添を参照 

 

※ 添付書類は全てコピーで可 

添付書類 

 

 

 

「開発許可申請書」を提出し、「開発行為許可通知書」

の交付を受け、工事着手となります。 

 

工事着手後、速やかに都市計画法に基づく「工事着手届」

を提出します。 

※ 場合により公告前承認を受けます。 

 

工事完成後、都市計画法に基づく「工事完了届」を提出

し、工事検査を受けます。 

※ 中間検査がある場合、先に受験してください。 

 

工事検査を経て、「開発行為に関する工事の検査済証」

の交付を受けます。 

※ 道路管理者との調整が別途必要となります。 

手続きに 
開発許可も要する場合 



 

 

 

開発事業事前審査添付書類 
 

 添  付  書  類 チェック 

0１ 計画概要説明書（様式第２号）  

0２ 案内図  

0３ 公図の写し  

0４ 土地登記事項証明書の写し  

0５ 現況図  

0６ 求積図  

0７ 土地利用計画図  

0８ 給排水施設の平面図、縦断図（※１）及び構造図  

0９ 雨水施設の平面図及び構造図  

１０ （※２） 道路の横断図及び縦断図  

１１ （※３） 造成計画横断図及び縦断図  

１２ 緑地計画図  

１３ 建築物の平面図（各階ごと）及び立面図（４面）  

１４ 細則第８条第２号の日影図（※４）  

１５ その他必要と認める書類  

 

※１ 新設道路を入れる場合は必要となります 

※２ 新設道路を入れる場合は必要となります 

※３ 切土盛土がある場合は必要となります 

※４ 中高層建築物の場合は必要となります 

別添 


